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は

じ

め

に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域(E

u
ropean

ju
dicial

are

（
１
）

a)

」
の
創
出
は
、
同
法
域
の
対
外
的
境
界
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語

(E
u

rospeak)

で
い
う
と
こ
ろ
の
「
第
三
国
と
の
司
法
共
助
」
に
つ
い
て
の
一
連
の
問
題
を
明
る
み
に
出
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
問
題
に

関
し
て
は
、
既
存
の
制
定
法(lege

lata)

に
関
す
る
体
系
的
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
か
ら
制
定

さ
れ
る
法(de

lege
feren

da)

に
つ
い
て
の
広
範
な
考
察
も
必
要
と
さ
れ
て
い（
２
）

る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
考
察
は
、
も
ち
ろ
ん
、
国

際
私
法
理
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
、
概
念
的
な
境
界
を
用
い
て
、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
を
そ
の
中
に
押
し
込
め
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
他
方
、
我
々
は
、「
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス(E

u
ropean

govern
an

ce)

」
―
―
Ｅ

Ｕ
の
諸
制
度
の
形
態
、
法
源
の
優
先
順
位
、
Ｅ
Ｕ
と
構
成
国
の
間
の
管
轄
の
配
分
等
―
―
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
つ

い
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

境
界
の
問
題
が
最
初
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
外
部
か
ら
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
学
者
は
、
か
つ
て
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
体
制
に
お
い
て
管
轄
原
因
を
第
三
国
の
居
住
者
に
対
し
て
維
持
す
る
こ
と
を
、
過
剰

な
も
の
と
し
、「
排
外
的(xen

oph
obic)

」
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い（
３
）

た
。
実
際
、
こ
の
排
除
さ
れ
て
い
る
と
の
感
覚
こ
そ

が
、
ア
メ
リ
カ
を
し
て
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
と
外
国
判
決
の
執
行

に
関
す
る
全
世
界
的
規
模
の
条
約
に
到
達
す
る
た
め
の
交
渉
を
進
め
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ（
４
）

る
。

反
対
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
見
方
は
、
内
向
き
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
制
度
は
、「
欧
州
共
同
体

内
」
の
任
務
を
担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ（
５
）

る
。
各
構
成
国
の
国
内
法
を
保
護
し
た
い
人
々
は
、
も
ち
ろ
ん
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

官
僚(E

u
rocrats)

」
に
権
限
を
譲
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
及
び
関
連
手
続
法
の
最
大
限
の
統
一

翻 訳
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を
望
む
人
々
も
、
そ
の
統
一
は
Ｅ
Ｕ
フ
ァ
ミ
リ
ー
内
部
で
行
わ
れ
る
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
態
は
、
司
法
共
助
の
「
共
同
体
化(com

m
u

n
itarization

)

」
お
よ
び
諸
法
令
の
適
用
範
囲
の
拡
張
に
よ
っ
て
変
化
し

て
き
て
い
る
。
現
実
主
義
的
で
、
統
合
に
懐
疑
的
な
人
々(E

u
roskeptics)

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化(globalization

)

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
化(E

u
ropean

ization
)

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
連
合
王
国
の
よ
う
な
国
々
は
、
欧
州
共
同
体

に
、
全
世
界
的
な
立
法
の
努
力
を
尊
重
す
る
よ
う
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
譲
り
渡
す
よ
う
は
た
ら
き
か
け
て
さ
え
い

る
。
他
方
で
、
欧
州
委
員
会
は
、
国
際
的
な
舞
台
で
功
績
を
残
そ
う
と
熱
望
し
て
い
る
。
委
員
会
は
、
ハ
ー
グ
会
議
に
お
い
て
構
成
国

を
統
制
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
、
欧
州
委
員
会
を
一
つ
の
構
成
員
と
し
て
正
式
に
認
め
る
た
め
の
交
渉
が
始
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
外
部
的
境
界
」
に
つ
い
て
の
意
識
高
ま
り
を
示
す
一
つ
の
例
と
し
て
、
昨
年
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学

(U
n

iversité
L

ibre
de

B
ru

xelles)
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
の
資
金
援
助
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
「
第
三
国
と
の
司

法
共
助(Ju

dicial
C

ooperation
w

ith
th

ird
S

tates)

」
に
関
す
る
複
数
大
学
間
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
挙
げ
ら
れ（
６
）

る
。
本
報
告

の
大
部
分
も
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
に
よ
っ
て
い
る
。

�

制
度
的
枠
組

ま
ず
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
制
度
的
枠
組
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
構
成
法
（
憲
法
）(con

stitu
tion

al
law

)

で
あ
り
、
枠
組
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
す
で
に
制
定

さ
れ
た
法
お
よ
び
こ
れ
か
ら
制
定
さ
れ
る
法
に
基
づ
い
て
諸
制
度
を
考
察
し
、
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
私
法
学
者(privatiste)

の
視
点
以
外
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
研
究
者
と
し
て
の
視
点
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン

ヨーロッパ法域と第三国
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ス
は
、
複
雑
化
の
道
を
た
ど
る
一
方
で
あ（
７
）

り
、
我
々
は
資
源
分
配
、
交
渉
技
術
、
コ
ミ
ト
ロ
ジ
ー
な
ど
政
治
学
的
な
概
念
を
も
用
い
つ

つ
、
そ
の
立
法
過
程
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
に
は
、
司
法
共
助
に
関
与
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
官
僚
（
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
た
ち
）
の
多
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
築
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
当
面
の
非
常
に
厳
し
い
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
役
立
つ
結
果
を
得
る
こ
と
、
ま
た
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
市
民
に
結
果
を
示
す
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
と
い
う
こ
と
で
議
論
さ
れ

て
い
る
「
対
外
的
権
限(extern

al
com

peten
ce)

」
の
共
同
体
へ
の
排
他
的
帰
属
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
つ

い
て
は
、
私
は
、
個
人
的
に
は
、
個
々
の
構
成
国
の
代
表
が
ハ
ー
グ
会
議
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
の
ほ
う
に
賛
成
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
声
を
反
映
さ
せ
、
よ
り
よ
い
国
際
的
な
制
度
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
欧
州
委
員
会
の
公
務
員
達
は
、
い
か
に
し
て
現
存
の
共
同
体
制
度
内
で
の
意
見
の
対
立
を
最
小
限
に
お
さ
え
て
迅
速
に
仕
事

を
行
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
司
法
共
助
の
分
野
で
意
見
の
相
違
を
許
す
こ
と
は
、
他
の
分
野
で
の
共
同
体
の
対
外
的
権
限
を
い

か
に
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
彼
ら
の
間
に
は
、
と
き
に
は
、
国
際
貿
易
交
渉
か
ら
移
植
さ
れ
た

か
の
よ
う
な
ゼ
ロ
・
サ
ム
的
な
発
想
さ
え
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

Ａ

制
度
的
枠
組

「
共
同
体
化(com

m
u

n
itarization

)

」
と
い
う
用
語
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
際
私
法
お
よ
び
手
続
法
の
歴
史
の
第
三
段
階
を
意
味

す
る
。
新
た
に
制
定
さ
れ
る
司
法
共
助
に
つ
い
て
の
憲
法
的
規
範
に
加
え
て
、「
共
同
体
化
」
は
、
よ
り
よ
い
統
合
へ
の
展
望
と
さ
ら

な
る
野
心
を
伴
い
な
が
ら
、
よ
り
強
固
な
行
政
組
織
の
出
現
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
一
段
階
（
一
九
五
八
〜
一
九
九
三
年
）
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
条
約(T

reaty
of

R
om

e)

二
二
〇
条
（
現
二
九
三
条
）
の
も
と
で

の
、
構
成
国
間
で
の
国
際
条
約
締
結
の
過
程
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
と
き
に
は
こ
の
ロ
ー
マ
条
約
に
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

翻 訳
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た
と
え
ば
、
一
九
八
〇
年
の
ロ
ー
マ
条
約(R

om
e

C
on

ven
tion

)

等
）。

第
二
段
階
（
一
九
九
三
〜
一
九
九
九
年
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
関
す
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
と
も
に
訪
れ
る
。
そ
の
第

三
の
柱
は
、「
司
法
お
よ
び
内
務(Ju

stice
an

d
H

om
e

A
ffairs)

」
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
欧
州
委
員
会(C

om
m

ission
)

は

そ
の
活
動
領
域
を
広
げ
て
い
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
第
一
段
階
で
は
、
主
役
は
各
国
政
府
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
代
表
で
あ
り
、
欧
州

委
員
会
は
秘
書
役
ま
た
は
調
整
役
を
務
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
第
二
段
階
に
入
る
と
、
欧
州
理
事
会(C

ou
n

cil)

が
登
場
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
各
構
成
国
の
常
勤
的
な
代
表
が
理
事
会
の
審
議
会
に
入
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま

ら
ず
、（
欧
州
委
員
会
よ
り
も
小
さ
く
、
ま
た
、「
構
成
国
政
府
と
は
独
立
し
た(in

tergoverm
en

talist)

」）
欧
州
理
事
会
の
官
僚
の

誕
生
を
も
意
味
し
た
。
も
う
一
つ
の
皮
肉
は
、
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
条
約
二
二
〇
条
の
も
と
で
の
協
定
が
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
主
要
な
Ｅ

Ｃ
法
（
た
と
え
ば
、
共
同
体
の
自
由
権(C

om
m

u
n

ity
freedom

s)

等
）
と
の
適
合
性
の
精
査
の
対
象
と
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
第

三
の
柱
に
関
す
る
協
定
に
は
、
こ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
段
階
は
、
こ
の
第
三
の
柱
に
関
す
る
多
く
の
規
定
が
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
よ
っ
て
、
新
Ｅ
Ｃ
条
約
に
編
入
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
。
現
在
、
そ
の
第
四
編
に
は
、「
査
証
、
庇
護
、
移
住
お
よ
び
人
の
自
由
な
移
動
に
関
す
る
そ
の
他
の
政
策
」

に
関
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
六
五
条
は
、「
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
の
た
め
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
」
行
わ
れ
る

べ
き
「
渉
外
的
関
連
を
有
す
る
」「
民
事
事
件
に
関
す
る
司
法
共
助
の
分
野
に
お
け
る
諸
措
置
」
の
権
限
を
認
め
て
い（
８
）

る
。
こ
こ
に
い

う
「
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
の
た
め
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
」
と
の
限
定
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

Ｅ
Ｕ
の
憲
法
と
な
る
条
約
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
同
条
項
を
維
持
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お

そ
ら
く
そ
の
最
終
版
は
相
互
承
認
の
原
則(prin

ciple
of

m
u

tu
al

recogn
ition

)

に
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ（
９
）

る
。

Ｅ
Ｕ
の
骨
格
に
関
す
る
諸
法
令
は
、
理
事
会
に
よ
っ
て
、
家
族
法
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
三
年
以
降
、「
共
同
決
定
者
」
に
格
上
げ
さ

ヨーロッパ法域と第三国
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れ
た
欧
州
議
会
の
地
位
に
関
連
す
る
部
分
に
限
っ
て
じ
き
に
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
五
月
に
経
過
措
置
が
終
了
し
た

後
は
、
正
式
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
権
限
は
欧
州
委
員
会
の
み
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
委
員
会
が
そ
の
手
続
を
統
制
す
る
こ

と
に
な
る
。
一
九
九
九
年
に
、
委
員
会
が
「
司
法
お
よ
び
内
務
」
に
関
す
る
独
立
の
司
令
部(D

irectorate
G

en
eral)

を
打
ち
立
て
、

そ
の
枠
組
内
で
、
民
事
事
件
に
関
す
る
司
法
共
助
が
ユ
ニ
ッ
ト
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法

に
と
っ
て
最
も
重
大
な
事
件
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
委
員
会
は
、
特
定
の
問
題
に
関
す
る
諸
規
範
の
必
要
性
に
関
す
る
報
告
を

外
部
に
委
託
し
、
通
知
文
書(C

om
m

u
n

ication
)

を
発
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
促
し
て
か
ら
、
法
案
を
提
出
す
る
と
い
う
手
順
を

踏
む
傾
向
に
あ
る
。
理
事
会
の
一
部
と
し
て
は
た
ら
く
主
た
る
審
議
機
関
は
、
各
国
政
府
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
民
事
法
審
議

会(C
ivil

L
aw

C
om

m
ittee)

で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
条
約
六
八
条
の
も
と
で
は
、
各
構
成
国
の
裁
判
所
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
先
決
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、

か
つ
て
は
条
約
に
付
さ
れ
、
そ
の
批
准
に
長
時
間
を
要
し
て
い
た
解
釈
議
定
書
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
請
求
は
、（
ブ
リ
ュ

ッ
セ
ル
条
約
の
場
合
と
異
な
り
）
最
終
審
裁
判
所
の
み
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ｂ

対
外
的
権
限
に
関
す
る
議
論

第
三
国
と
の
関
係
で
主
要
な
構
成
法
（
憲
法
）
上
の
問
題
は
、
委
員
会
の
対
外
的
権
限
、
そ
し
て
第
三
国
と
個
別
協
定
を
締
結
す
る

個
々
の
構
成
国
の
資
格
に
関
す
る
も
の
で
あ（
１０
）

る
。
こ
の
問
題
は
、
ハ
ー
グ
会
議
と
の
関
係
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ル

ガ
ノ
条
約
の
見
直
し
の
際
に
も
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
委
員
会
が
排
他
的
な
対
外
的
権
限
を
も
つ
か
否
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合

に
構
成
国
代
表
が
評
議
員
と
し
て
出
席
は
で
き
て
も
交
渉
に
お
い
て
発
言
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

委
員
会
と
構
成
国
の
間
で
激
し
い
駆
け
引
き
が
な
さ
れ
た
た
め
に
交
渉
が
遅
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
じ
き
に
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁
定
が
下
さ
れ
る
予
定
で
あ（
１１
）

る
。
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１

対
外
的
権
限
肯
定
論

ロ
ー
マ
条
約
は
、
当
初
か
ら
、
明
文
に
よ
っ
て
、
共
通
の
経
済
政
策
に
関
し
て
第
三
国
と
協
定
を
結
ぶ
権
限
を
欧
州
共
同
体
に
認
め

て
い
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、「
黙
示
的
対
外
的
権
限(im

plied
extern

al
com

peten
ces)

」
理
論
を
展
開
し
て
き
た
が
、
こ
れ

は
、
域
内
で
の
権
限
を
認
め
る
ロ
ー
マ
条
約
の
明
文
規
定
の
存
在
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
条
約
の
も
と
で
採
用
さ

れ
て
い
る
共
同
体
内
の
諸
措
置
か
ら
も
導
か
れ
る
も
の
と
さ
れ（
１２
）

た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
ま
た
、
と
り
わ
け
共
通
の
経
済
政
策
及
び

漁
業
権
の
分
野
に
お
い
て
、
共
同
体
の
対
外
的
権
限
を
排
他
的
な
も
の
と
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
、
同
裁
判
所

は
、
共
同
体
の
排
他
的
権
限
の
妥
当
範
囲
を
よ
り
狭
い
も
の
と
理
解
し
て
い（
１３
）

た
。

最
近
で
は
、
欧
州
共
同
体
の
対
内
的
・
対
外
的
な
権
限
が
拡
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
対
外
的
権
限
が
各
構
成

国
と
共
有
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
強
調
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
対
外
的
権
限
が
共
有
さ
れ
る
場
合
に
は
、
構
成
国
と
欧
州
共
同
体
は
協

定
の
交
渉
と
締
結
の
両
面
で
緊
密
に
協
力
し
合
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
協
定
へ
の
署
名
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
構
成
国

に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
共
同
体
の
み
が
署
名
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
義

務
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
両
者
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
協
定
は
、「
混
合
協
定(m

ixed
agreem

en
t)

」
と
呼
ば
れ

（
１４
）

る
。Ｅ

Ｃ
条
約
六
五
条
の
場
合
に
つ
い
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
必
ず
し
も
熟
慮
の
結
果
で
は
な
い
と
し
て
も
、
一
貫
し
て
、
共
同
体
の
排

他
的
権
限
を
主
張
し
て
き
た
。
理
事
会
の
リ
ー
ガ
ル
・
サ
ー
ビ
ス(L

egal
S

ervice)

は
こ
の
立
場
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
が
、
国
際

協
定
に
お
い
て
無
条
件
の
「
分
離
条
項(discon

n
exion

clau
se)

」
を
用
い
る
こ
と
を
推
奨
し（
１５
）

た
。
粘
り
強
い
努
力
の
結
果
、
委
員

会
は
、
構
成
国
が
第
三
国
と
独
自
に
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
の
「
信
頼
の
失
墜
」
を
許
す
こ
と
に
な
る
よ
う
な
条
約
規
定
の

ほ
と
ん
ど
を
規
則
か
ら
削
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
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２

ハ
ー
グ
会
議
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
参
加
形
態

ハ
ー
グ
会
議
に
は
、
欧
州
共
同
体
は
、
委
員
会
を
通
じ
て
、
同
分
野
で
活
動
を
行
う
他
の
国
際
機
関
と
同
様
に
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と

し
て
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
の
強
さ
は
関
係
職
員
の
人
数
か
ら
し
て
も
明
白
で
あ
り
、
委
員
会
の
代
表
は
同
会
議
の
特

別
委
員
会
に
も
参
加
し
て
き
た
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
委
員
会
は
、
構
成
国
の
代
表
を
集
め
て
本
会
議
前
に
準
備
会
議
を
設
定
し
、
会

議
に
お
け
る
「
共
同
体
」
と
し
て
の
統
一
的
な
ス
タ
ン
ス
を
確
保
し
よ
う
と
努
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
手
続
は
、
ハ
ー
グ
会
議
内
部
で
、
共
同
体
が
「
一
つ
の
声
で
行
動
お
よ
び
意
見
表
明
を
行
い
、
交
渉
上
そ
の
立
場
を

決
定
す
る
際
の
意
見
の
相
違
が
会
議
の
流
れ
お
よ
び
意
思
決
定
手
続
を
害
す
る
こ
と
な
く
解
決
さ
れ（
１６
）

る
」
た
め
に
、
共
同
体
を
独
立
の

参
加
者
と
す
る
こ
と
に
好
意
的
で
あ
っ
た
意
見
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
う
ま
く
は
機
能
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

共
同
体
と
構
成
国
の
間
で
の
役
割
分
担
、
す
な
わ
ち
、
意
思
決
定
の
主
体
も
、
交
渉
者
に
と
っ
て
は
明
確
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

の
で
あ（
１７
）

る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
同
体
は
、
正
式
に
会
議
の
一
員
に
な
る
こ
と
を
求
め
、
こ
の
要
求
に
関
す
る
最
初
の
議
論
が
今
年
の
年
頭
に

行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
認
め
る
た
め
に
は
、
構
成
員
た
る
資
格
を
国
家
の
み
に
認
め
て
い
る
現
在
の
会
則
を
改
正
す
る
必
要
が

あ（
１８
）

る
。
構
成
員
と
し
て
の
構
成
国
を
完
全
に
共
同
体
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
会
議
の
経
費
を
大
き
く
削
減
で

き
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
誰
も
望
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
は
、
そ
の
構
成
国
と
は
別
の
会
員
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
同
時
に
、
構
成
諸
国
の
組
織
票(block

vote)

に
よ
り
す
で
に
か
な
り
の
交
渉
力
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
以
上
、
新
た
に
そ

の
構
成
国
と
は
別
に
共
同
体
に
投
票
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
会
議
構
成
国
の
投
票
の
平
等
の
原
則
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

他
方
で
、
会
議
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
第
三
国
の
多
く
は
、
個
々
の
協
定
に
お
い
て
、
構
成
国
に
共
同
体
が
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に

反
対
す
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
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実
際
、
共
同
体
の
参
加
は
、（
日
本
お
よ
び
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
含
む
）
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
問
題
を
扱
う
と
い
う
ハ
ー
グ
会

議
の
目
的
に
と
っ
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
。
そ
の
役
割
は
、
い
ま
や
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
に
そ
の
構
成
員
を
拡
大
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
全
世
界
的
な
議
論
の
場
た
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
全
世
界
的
な
議
論
の

場
が
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
代
表
の
参
加
が
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
い
ほ
う
が
よ
い
の
か
が
議
論
の

的
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｃ

民
事
事
件
に
関
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
」
を
形
成
す
る
諸
制
度

１

こ
の
新
た
な
体
制
が
最
初
に
表
明
さ
れ
た
の
は
、
共
同
体
理
事
会
及
び
委
員
会
に
よ
る
ウ
イ
ー
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ（
１９
）

ン
お

よ
び
タ
ン
ペ
レ
欧
州
理
事
会
の
議
長
総
括(P
residen

cy
C

on
clu

sion
s

of
th

e
T

am
pere

E
u

ropean
C

ou
n

cil)

に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
中
期
立
法
計（
２０
）

画
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
こ
の
体
制
は
、
現
存
の
諸
条
約(C

on
ven

tion
)

を
規
則(R

egu
lation

)

に

転
換
す
る
（「
共
同
体
化
す
る
」）
必
要
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
体
私
法
（
お
よ
び
民
事
手
続
法
）
の
分

野
で
の
調
整
は
、
い
ま
で
も
指
令(D

irective)
に
よ
っ
て
い
る
が
、
国
際
私
法
関
連
規
定
の
統
一
と
い
う
目
的
は
、
直
接
適
用
性
を

持
つ
規
則
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

共
同
体
化
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
問
題
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
編
に
つ
い
て
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
し
、

新
た
な
規
定
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
（
連
合
王
国
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
第
四
編
に
つ
い
て
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
し
て
い
る

が
、
そ
の
後
、
事
実
上
、
六
五
条
に
つ
い
て
オ
プ
ト
・
イ
ン
し
て
い
る
）。
デ
ン
マ
ー
ク
問
題
は
、
第
四
編
の
別
の
部
分
に
も
及
ん
で

い
る
た
め
、
共
同
体
に
は
、
規
定
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
合
意
に
至
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

２

関
連
諸
規
定
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
二
つ
の
柱
と
し
て
示
さ
れ
た
の
は
、
相
互
承
認
原
則(prin

ciple
of

m
u

tu
al

recogn
ition

)

と
司
法
共
助
の
構
想(con

cept
of

ju
dicial

cooperation
)

で
あ
っ
た
。
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相
互
承
認
原
則
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
承
認
・
執
行
に
関
す
る
諸
規
定
の
原
動
力
で
あ
る

と
同
時
に
、
司
法
関
連
文
書
の
送
達
や
証
拠
の
収
集
等
の
手
続
的
な
問
題
と
も
関
連
す
る
。

他
方
、
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
司
法
共
助
の
構
想
は
、
最
近
の
数
十
年
で
、
学
会
で
も
よ
く
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
Ｅ
Ｕ
諸
機
関
は
、
こ
の
原
則
を
国
際
私
法
上
の
す
べ
て
の
問
題
に
関
す
る
標
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
ま
た
、

各
構
成
国
の
法
曹
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
促
進
し
、
同
時
に
、
構
成
国
の
法
曹
を
よ
り
積
極
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
与
さ
せ
よ
う

と
い
う
Ｅ
Ｕ
の
努
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ（
２１
）

る
。

３

民
事
訴
訟
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
中
心
は
、
国
際
的
な
管
轄
及
び
外
国
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
体

制(B
ru

ssels
system

)

で
あ
っ
た
。
当
初
の
一
九
六
八
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
は
、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
ヴ

ァ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
、
Ｅ
Ｃ
規
則44

/2001

（「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
」）
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
い（
２２
）

る
。
離
婚

訴
訟
に
関
す
る
一
九
九
五
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
は
、
規
則1347

/2000

に
置
き
換
え
ら（
２３
）

れ
、
こ
れ
が
、
さ
ら
に
、
規
則2201

/

2003

に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
て
い（
２４
）

る
。
さ
ら
に
、
夫
婦
財
産
や
相
続
を
め
ぐ
る
管
轄
の
問
題
を
扱
う
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
」
や
「
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
�
」
が
で
き
る
と
い
う
話
も
―
―
公
式
な
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
―
―
あ
る
。

他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
債
務
名
義(titre

exétoire
E

u
ropéen

)

を
創
設
す
る
作
業
も
本
格
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
争
い
の
な
い
事

項
に
関
す
る
規
則
は
、
今
年
内
に
制
定
さ
れ
る
予
定
で
あ（
２５
）

る
。

最
後
に
、
管
轄
問
題
は
、
国
際
倒
産(cross-border

in
solven

cy)

に
関
す
る
規
則1346

/2000

に
よ
っ
て
も
扱
わ
れ
て
い（
２６
）

る
。

こ
れ
は
、
こ
の
領
域
で
最
初
の
相
互
主
義
的
規
則
で
あ
る
。

固
有
の
意
味
で
の
司
法
共
助
に
関
し
て
は
、
国
際
的
証
拠
収
集(cross-border

eviden
ce)

規
則1206

/2000

（
２７
）

、
そ
し
て
、
文
書

の
国
際
送
達(cross-border

service
of

docu
m

en
ts)

に
関
す
る
規
則1348

/2000
（
２８
）

と
い
う
二
つ
の
規
則
が
中
心
と
な
る
。
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�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
対
外
的
境
界
（extern

al
fron

tier

）

我
々
は
、
本
報
告
の
主
題
の
学
問
的
領
域
に
達
し
て
い
る
。
ま
ず
、
概
括
を
行
い
、
そ
の
後
個
別
的
に
問
題
と
な
る
点
を
指
摘
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

Ａ

裁
判
管
轄
権

１

裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム

�

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則

裁
判
管
轄
原
因
に
つ
い
て
最
も
完
全
な
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
る
の
は
、「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
」
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に

お
い
て
は
、
一
般
的
管
轄
原
因
（
被
告
住
所
地
：
二
条
、
専
属
管
轄
：
二
二
条
、
合
意
管
轄
：
二
三
条
）
と
、
一
般
的
管
轄
原
因
を
補

足
す
る
機
能
を
果
た
す
特
別
な
管
轄
原
因
（
第
二
節
乃
至
第
五
節
）
と
が
基
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
外
部
的
境
界
を
切
り
分
け
て

い
る
の
が
ま
さ
に
一
般
的
管
轄
原
因
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
は
、
構
成
国
に
住
所
を
有
す
る
被
告
に
関
し
て
適

用
さ
れ
（
さ
も
な
け
れ
ば
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
）、
さ
ら
に
、
二
二
条
お
よ
び
二
三
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
三
国
に
住
所

を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
第
三
国
に
住
所
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
構
成
国
の
管
轄
に
関

す
る
国
内
規
則
に
従（
２９
）

う
。
原
告
の
住
所
は
重
要
で
は
な
い
。
構
成
国
に
住
所
を
有
す
る
全
て
の
者
は
、
そ
の
国
民
と
同
一
視
さ
れ
、
彼

ら
に
付
与
さ
れ
た
管
轄
権
上
の
特
権
を
、
域
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ（
３０
）

る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
一
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
規
則
六
条
一
号
に
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
管
轄
原
因
（
不
可
分
な
請
求
に
お
け
る
共

同
被
告
）
は
、
第
三
国
に
住
所
を
有
す
る
者
が
既
に
国
内
法
に
従
い
訴
え
を
提
起
さ
れ
て
い
る
あ
る
構
成
国
で
、
別
の
構
成
国
に
住
所

を
有
す
る
者
が
訴
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
な（
３１
）

い
。
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�

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
に
従
い
、
類
似
し
た
レ
ジ
ー
ム
が
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

法
域
と
の
関
連
要
素
は
、
構
成
国
の
常
居
所
若
し
く
は
国
籍
と
さ
れ
て
い（
３２
）

る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
は
、
管
轄
原
因
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ

ー
を
構
築
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
管
轄
は
（
原
被
告
共
通
、
最
後
の
共
通
の
、
あ
る
い
は
被
告
の
、
も
し
く
は
原
告
の
―
―

原
告
に
つ
い
て
は
そ
の
国
の
国
民
で
あ
る
場
合
に
は
そ
こ
に
六
箇
月
滞
在
し
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
年
以
上
滞
在
し
て
い
る

場
合
の
―
―
）
常
居
所
も
し
く
は
共
通
の
国
籍
国
の
構
成
国
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
三
条
）。
親
責
任
訴
訟
に
関
し
て
は
、
一
般
管
轄

は
子
供
の
常
居
所
の
構
成
国
に
与
え
ら
れ
て
い（
３３
）

る
。
離
婚
法
廷
地
は
、
一
二
条
に
定
め
る
条
件
の
下
で
、
親
責
任
に
つ
い
て
も
判
断
し

う
る
。
ま
た
、
一
二
条
の
条
件
は
、
一
九
九
六
年
の
ハ
ー
グ
条
約
の
締
約
国
で
な
い
非
協
力
的
な
第
三
国
の
場
合
に
は
緩
和
さ
れ
て
い

（
３４
）

る
。

�

倒
産

最
後
に
、
倒
産
規
則
は
、
現
実
的
な
普
遍
性
を
導
入
し
て
い
る
。
主
倒
産
手
続
は
、
債
務
者
の
主
た
る
利
益
の
中
心
が
所
在
す
る
構

成
国
で
の
み
開
始
さ
れ
う（
３５
）

る
。
付
随
手
続
は
、
他
の
構
成
国
で
、
債
務
者
が
そ
こ
に
業
所
を
有
し
、
主
手
続
に
付
随
し
て
い
る
場
合
に

の
み
、
そ
の
地
に
所
在
す
る
財
産
に
限
っ
て
開
始
さ
れ
う（
３６
）

る
。
本
規
則
が
、
外
国
所
在
の
財
産
に
ま
で
及
ぶ
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

規
則
は
、
手
続
を
開
始
し
う
る
債
権
者
の
住
所
に
関
し
て
は
、
な
ん
ら
区
別
を
設
け
て
い
な
い
。
債
権
を
届
け
出
る
権
利
や
債
権
者

へ
の
通
知
義
務
に
つ
い
て
、
三
九
条
お
よ
び
四
〇
条
は
、「
他
の
構
成
国
に
常
居
所
、
住
所
ま
た
は
本
拠
を
有
す
る
」
債
権
者
に
つ
い

て
の
み
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
規
則
の
起
草
者
が
、
第
三
国
の
債
権
者
を
排
除
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は

な
い
（
こ
れ
は
、
一
部
の
債
権
者
に
適
用
さ
れ
る
規
則
と
、
構
成
国
の
国
内
法
と
の
二
重
の
体
制
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
）。
制
限
的
な
言
葉
遣
い
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
制
限
の
枠
内
に
、
規
則
の
適
用
範
囲
を
と
ど
め
る
こ
と
を
保
障
す
る
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こ
と
の
反
射
的
副
次
効
果
で
あ
る
。

２

住
所
地
へ
の
優
遇
（F

avor
D

om
icilii

）

管
轄
権
に
つ
い
て
の
規
則
で
は
様
々
な
関
連
要
素
が
採
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
籍
だ
け
で
な
く
、
正
確
に
い
え
ば
領

土
化(territorialization

)

と
も
全
く
異
な
る
、
明
確
に
規
定
さ
れ
た
主
観
的
関
連
に
対
す
る
あ
る
種
の
優
遇
が
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
住
所
地
へ
の
優
遇(F

avor
D

om
icilii)

は
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
に
お
い
て
は
、
住
所
を
有
す
る
者
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
に
お
い
て
は
、
常
居
所
を
有
す
る
者
に
国
内
管
轄
法
上
の
特
権
を
拡
張
し
た
こ
と
に
反
映
さ
れ
て
い
る
）、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
上
の
伝
統
に
付
随
す
る
包
容
力
の
あ
る
実
用
主
義
、
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
感
の
構
築
の
努
力
、
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
法
と
そ

の
指
針
に
従
う
努
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
で
は
、
自
然
人
の
住
所
は
国
内
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
（
五
九
条
）。
し
か
し
法
人
に
つ
い
て
は
、
補
足
的

な
条
項
が
、
住
所
概
念
を
幅
広
く
定
義
し
て
い
る
。
六
〇
条
の
下
で
は
定
款
上
の
本
拠
お
よ
び
主
た
る
営
業
上
の
本
拠
の
双
方
が
住
所

を
構
成
し
得（
３７
）

る
。
倒
産
規
則
に
は
、「
債
務
者
の
主
た
る
利
益
の
中
心
」
に
関
し
て
、
定
款
上
の
本
拠
を
優
遇
す
る
推
定
が
存
在
す
る

（
三
条
一
項
）。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
で
の
常
居
所
の
使
用
は
、
家
族
関
係
に
お
け
る
近
接
の
要
請
と
同
時
に
、
関
連
す
る
ハ
ー
グ
条
約
と
も
合
致

す
る
。
し
か
し
Ｅ
Ｃ
法
の
文
言
が
共
同
体
法
の
目
的
や
制
度
に
照
ら
し
て
解
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
の
言
葉
は
「
第
三
の
」
国
際
文
書
に

は
拡
張
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
収
斂
は
完
全
に
保
証
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な（
３８
）

い
。

３

一
方
的
双
方
主
義
〔U

n
ilateral

B
ilateralization

〕（
専
属
管
轄
）

国
際
的
民
事
訴
訟
に
関
す
る
規
則
は
結
果
と
し
て
「
一
方
的
」
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
法
廷
地
国
が
自
ら
の
裁
判
管

轄
権
を
決
定
す
る
こ
と
の
み
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
双
方
主
義
は
、
共
通
規
則
を
構
築
す
る
国
際
的
な
法
に
よ
り
可
能
と
な
る
が
、

ヨーロッパ法域と第三国
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法
廷
地
の
裁
判
所
が
、
よ
り
強
い
―
―
あ
る
い
は
は
る
か
に
強
く
専
属
的
管
轄
に
傾
斜
し
て
い
る
―
―
管
轄
権
上
の
要
求
を
、
係
属
し

て
い
る
事
件
に
つ
き
有
し
て
い
る
場
合
に
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
抵
触
規
則
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
、
必
要
な
の
は
、
外
国
国
家

は
確
か
に
司
法
の
拒
絶(den

ial
of

ju
stice)

を
避
け
る
た
め
に
、
あ
る
事
件
に
つ
き
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
象
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
中
で
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
方
的
双
方
主
義
は
第
三
国
と
の
関
連
で

は
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
顕
著
な
例
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
二
二
条
に
お
け
る
専
属
的
管
轄
と
い
う
管
轄
原
因
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
管
轄
権
の
主
張
は
、
特
に
二
二
条
一
号
の
所
在
地
管
轄
が
顕
著
で
あ
る
が
、
十
分
公
平
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
管
轄
権
上
の
主
張
を
有
し
て
い
る
の
が
第
三
国
で
あ
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
、
し
か
し
決
し
て
す

べ
て
で
は
な
い
構
成
国
が
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
双
方
主
義
化
し
て
い
る
。
構
成
国
の
裁
判
所
は
、
第
三
国
の
所
在
地
管
轄
の
主
張

が
二
条
の
構
成
国
の
一
般
管
轄
権
に
勝
る
と
い
う
こ
と
を
支
持
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
構
成
国
が
二
三
条
に
基
づ
き
合
意
管
轄

地
で
あ
る
が
、
第
三
国
の
裁
判
所
が
、
二
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
管
轄
原
因
の
よ
う
な
管
轄
権
の
主
張
を
し
て
い
る
場
合
は
ど
う
だ

ろ
う
？

規
則
の
二
三
条
五
項
は
、
二
二
条
に
基
づ
く
専
属
管
轄
権
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
合
意
は
「
効
力
を
有
し
な
い
」

と
定
め
、
二
四
条
二
文
は
、
黙
示
の
合
意
に
つ
い
て
も
同
じ
立
場
を
取
（
３９
）

る
。

一
九
七
〇
年
代
のG

eorges
D

roz

に
始
ま
り
、
多
く
の
論
者
が
、
特
に
専
属
管
轄
原
因
に
つ
い
て
、「
反
射
効
〔reflective

effect
(effet

réflexe)

〕」
理
論
を
支
持
し
て
き
て
い
る
（
も
っ
と
広
く
適
用
す
る
こ
と
を
論
じ
る
者
も
い（
４０
）

る
）。
一
九
八
〇
年
代
に
は
、

ル
ガ
ノ
条
約
や
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
条
約
の
公
式
報
告
書
が
、
所
在
地
管
轄
条
項
は
、
所
在
地
が
締
約
国
に
あ
る
場
合
に
の
み
適
用

さ
れ
る
と
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三
国
に
所
在
す
る
不
動
産
に
関
す
る
紛
争
は
、
二
条
若
し
く
は
四
条
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
し
か
し
、
公
式
報
告
書
は
、
拘
束
力
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
第
三
国
の
管
轄
原
因
を
創
設
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
の

も
の
で
あ
り
、
管
轄
権
を
否
定
す
る
可
能
性
や
そ
の
要
件
―
―
こ
れ
が
ま
さ
に
「
反
射
効
」
の
対
象
な
の
だ
が
―
―
に
関
す
る
も
の
で

は
な
い
と
の
反
論
も
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ（
４１
）

る
。

そ
の
よ
う
な
反
射
効
の
制
限
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
第
三
国
の
管
轄
権
行
使
の
承
認
は
、
構
成
国
の
国
内
法
に
規
定
さ

れ
て
い
る
制
限
に
服
す
る
」
と
の
提
案
が
あ（
４２
）

る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

訴
訟
競
合
に
関
す
る
規
則
の
よ
う
な
一
定
の
重
要
な
規
則
に
関
し
て
の
み
な
の
で
あ
ろ
う（
４３
）

か
。
国
内
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
要
件
が

一
般
的
に
適
用
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
反
射
効
理
論
は
実
際
上
何
ら
実
際
上
の
意
味
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
懐
疑
的
な
論
者
が

い
る
一
方（
４４
）

で
、
第
三
国
裁
判
所
の
た
め
に
管
轄
権
を
否
認
す
る
国
内
法
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
共
同
体
の
枠
組
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
論
者
も
い（
４５
）

る
。

４

訴
訟
競
合

反
射
効
に
よ
り
、
管
轄
権
の
否
定
と
訴
訟
競
合
に
関
す
る
よ
り
幅
広
い
議
論
が
可
能
と
な
る
。

管
轄
権
の
否
定
に
関
し
て
、
最
も
議
論
の
多
い
論
点
は
、
不
便
宜
法
廷
地
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
）
理
論
の

利
用
可
能
性
、
特
に
被
告
が
構
成
国
に
住
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
第
三
国
裁
判
所
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
点
で
あ（
４６
）

る
。
ハ
ロ
ッ
ズ
事
件
（
こ
の
事
件
は
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
貴
族
院
か
ら
提
示
さ
れ
た
予
備
的
質
問(prelim

in
ary

qu
estion

)

に
回
答
す
る
前
に
和
解
し
た
）
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
利
用
可
能
で
あ
る
と
回
答
し（
４７
）

た
。
関
連
す
る
予
備

的
質
問
が
、
最
近
、
同
控
訴
院
か
ら
欧
州
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
提
示
さ
れ
て
い（
４８
）

る
。

訴
訟
競
合
に
関
す
る
限
り
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
は
、
構
成
国
間
で
、
各
々
の
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
権
を
認
め
る
根
拠
と
し
た
法

源
を
問
わ
ず
、
訴
訟
係
属
中
の
抗
弁
と
い
う
強
固
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い（
４９
）

る
。
こ
れ
は
、
最
も
包
括
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
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「
裁
判
所
へ
の
競
争
」
を
助
長
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
一
二
月
に
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
同
規
則
二
三
条
に
従
い
、
管
轄
合
意

に
よ
っ
て
他
の
構
成
国
の
裁
判
所
に
専
属
的
管
轄
を
付
与
し
た
事
例
に
お
い
て
、
訴
訟
係
属
中
の
抗
弁(lis

alibi
pen

den
s)

の
限
界

を
強
調
し（
５０
）

た
。

最
も
重
要
な
の
は
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
共
同
体
内
部
で
の
訴
訟
に
関
し
て
そ
の
う
ち
回
答
を
与
え
る
予

定
で
あ（
５１
）

る
―
―
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
で
、
受
訴
裁
判
所
が
訴
訟
当
事
者
に
他
国
で
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
、
訴
訟
差
し
止

め
命
令(an

ti-su
it

in
ju

n
ction

)

の
適
合
性
で
あ（
５２
）

る
。

Ｂ

執
行

１

外
国
判
決

承
認
執
行
に
関
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
体
制
の
範
囲
は
、
第
三
国
で
下
さ
れ
た
判
決
ま
で
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
第
三
国
で

の
判
決
を
承
認
あ
る
い
は
執
行
す
る
他
の
構
成
国
で
下
さ
れ
た
判
決
に
は
及
ぶ
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
判
決
が
、
同
一
の
対
象
お
よ
び
原
因
を
含
み
、
ま
た
、
同
一
の
当
事
者
に
対
し
て
、
他
の
構

成
国
ま
た
は
第
三
国
で
先
に
下
さ
れ
た
判
決
と
相
容
れ
ず
、
先
に
下
さ
れ
た
判
決
が
承
認
を
求
め
ら
れ
た
構
成
国
に
お
い
て
、
承
認
に

必
要
と
さ
れ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
規
則
の
三
四
条
四
号
で
あ（
５３
）

る
。

「
三
重
の
同
一
性
」
要
件
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
り
広
く
解
釈
さ
れ
る
一
方
で
、
矛
盾
す
る
判
断
の
事
例
が
依
然
と
し
て
除
か

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
５４
）

る
。
ま
た
、
第
三
国
の
判
決
が
時
間
的
に
優
先
さ
れ
る
時
点
は
、
規
則
の
三
三
条
一

項
で
の
構
成
国
の
判
決
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点
な
の
か
、
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
の
手
続
法
に
従
い
執

行
力
が
付
与
さ
れ
た
時
点
な
の
か
（
後
者
の
要
件
は
構
成
国
の
判
決
が
三
三
条
に
従
い
承
認
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
主
張
時

(tim
e

of
con

ten
tion

)

に
は
満
た
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
）
議
論
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
立
場
の
方
が
、
お
そ
ら
く
、
構
成
国
の
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法
制
度
間
で
の
相
互
信
頼
を
よ
り
促
進
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
の
立
場
は
、
第
三
国
の
判
決
お
よ
び
三
四
条
の
法
政
策
を
よ
り

尊
重
す
る
も
の
で
あ
ろ（
５５
）

う
。

第
三
国
の
判
決
が
構
成
国
で
の
判
決
の
後
で
下
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
�
規
則
」
は
適
用
可
能
で
あ
る
の
か
、

ま
た
三
三
条
お
よ
び
逆
に
三
四
条
四
号
に
従
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
例
外
は
承
認
さ
れ
な
い
の
か
、
議
論
と
な
り
う
る
。
そ
の
代
わ
り
と

し
て
、
こ
の
場
合
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
適
用
範
囲
外
で
あ
り
、
従
っ
て
、
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
構
成
国
の
国
内
法
に
よ
り
解

決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い（
５６
）

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
時
に
お
い
て
先
ん
ず
る
者
は
権
利
に

お
い
て
も
優
先
す
」
と
い
う
原
則
が
お
そ
ら
く
あ
て
は
ま
る
だ
ろ（
５７
）

う
。

２

公
序

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
序
は
、
二
つ
の
一
見
矛
盾
す
る
方
向
に
再
形
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
の
自
由
主
義
化
と
、
他
方
で

の
拡
張
的
な
定
義
付
け
で
あ
る
。
あ
ま
り
問
題
の
な
い
事
柄
も
あ
る
が
、
新
規
な
制
度
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
一
定
の
反
応
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
が
あ（
５８
）

る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
さ
れ
た
公
序
の
構
造
に
関
す
る
一
連
の
問
題
が
あ
る
。
我
々
は
、
一
体
と
な
っ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
序
」
に
む
か
う

の
か
―
―
ま
た
、
向
か
う
べ
き
な
の
か
―
―
、
そ
れ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
統
一
や
多
く
の
点
に
お
け
る
政
策
や
構
成
国
の
国
内
法

間
の
収
斂
を
反
映
し
つ
つ
も
、
公
序
は
そ
の
代
わ
り
に
構
成
国
レ
ベ
ル
で
の
手
段
と
し
て
存
続
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
我
々

は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
序(ordre

pu
blic

eu
ropéen

)

と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
な
構
成
国
の
国

際
的
公
序(ordre

pu
blic

in
tern

ation
al)

の
あ
い
だ
で
、
分
野
ご
と
、
対
象
物
ご
と
に
区
別
さ
れ
た
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

我
々
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
序
」
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
体
内
部
で
の
関
係
と
対
外
的
な
関
係
と
が
さ
ら
に
区
別
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さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
内
か
ら
発
し
た
判
決
等
と
、
第
三
国
か
ら
の
そ
れ
ら
の
審
査
に
つ
い
て
、
二
つ
の
異
な
る

公
序
の
「
基
準
」
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
肯
定
的
な
回
答
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
公
序
と
い
う
例
外
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
内
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
消
滅
が
ゴ
ー
ル
で

あ
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
世
界
で
は
、「
法
の
統
一(U

n
ion

of
law

)

」
の
完
全
な
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
反
対
に
、
第
三
国
の
法
や
判
決
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
の
規
範
や
法
律
の
細

か
い
審
査
と
対
照
的
に
、
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
憲
章
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
的
な
規
範
に
よ
る
審
査
を
免

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
考
慮
す
べ
き
基
準
は
、
第
三
国
の
判
決
の
質
で
あ
り
、
相
容
れ
な
い
規
範
の
本
質
で
あ
り

（
例
え
ば
、
外
国
法
は
外
国
判
決
よ
り
も
厄
介
で
あ
る
）、
あ
る
い
は
、
相
容
れ
な
い
規
範
の
希
薄
化
さ
れ
た
効
果
で
あ
る
。
我
々
は
、

そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
公
正
な
裁
判
（
公
正
な
手
続
）
に
関
し
て
は
特
に
、
保
障
の
中
核
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

別
の
一
連
の
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
や
基
本
的
自
由
に
関
す
る
新
憲
章
、
お
よ
び
そ
の
他
の
法
的
文
書
の
効
果
の
よ
う
な
、

法
源
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
関
す
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
は
ど
の
程
度
拘
束
力
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
第
三
国
を
よ
り
綿
密
な
審
査
に
付
し
て
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
裁
判
所
が
認
め
た
よ
り
も

制
限
的
な
解
釈
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

Ｃ

司
法
手
続

司
法
手
続
そ
れ
自
体
に
関
す
る
限
り
、
証
拠
収
集
に
関
す
る
規
則
お
よ
び
送
達
に
関
す
る
規
則
の
よ
う
な
法
規
が
、「
司
法
的
共
同

体
」
―
―
他
の
構
成
国
の
司
法
関
係
者
の
迅
速
な
対
応
と
直
接
的
な
交
渉
を
伴
う
も
の
で
あ
る
―
―
を
構
築
し
、
手
続
の
効
力
を
最
適

化
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
。
二
つ
の
法
規
が
、
ハ
ー
グ
条
約
よ
り
も
先
を
行
く
司
法
共
助
を
採
用
し
て
い
る
。

送
達
規
則(S

ervice
R

egu
lation

)

は
、
ハ
ー
グ
送
達
条
約
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
る
。
効
率
性
の
精
神
か
ら
、
権
限
を
有
す
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る
政
府
機
関
の
間
で
の
協
力
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
同
規
則
は
複
数
ル
ー
ト
の
モ
デ
ル
も
採
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
規
則
は
、
ハ

ー
グ
条
約
に
よ
り
言
及
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
多
く
の
国
に
よ
り
留
保
さ
れ
た
手
続
、
例
え
ば
外
交
官
若
し
く
は
領
事
に
よ
る
直
接
送
達

や
郵
便
に
よ
る
送
達
の
よ
う
な
手
続
に
つ
い
て
、
嘱
託
国
に
、
よ
り
重
要
な
役
割
を
認
め
て
い（
５９
）

る
。
し
か
し
、
規
則
の
最
も
重
要
な
前

進
は
、
国
内
の
中
央
当
局
の
重
要
性
を
認
め
、
伝
達
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
促
進
す
る
一
方
で
、
そ
の
中
心
と
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、

「
嘱
託
機
関
」
と
「
受
託
機
関
」
と
の
司
法
共
助
の
「
基
盤
的
」
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
規
則
二
条
が
規
定
す
る

「
公
務
員
、
官
憲
あ
る
い
は
他
の
権
限
あ
る
者
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
広
大
さ
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
送
達
規

則
は
、
ハ
ー
グ
条
約
と
同
様
、
域
外
送
達
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
。

証
拠
収
集
規
則(E

viden
ce

R
egu

lation
)

も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
大
陸
法
の
厳
格
な
属
地
性
か
ら
の
離

脱
を
示
し
て
い
る
。
中
央
当
局
は
、
存
続
し
、
高
度
に
行
政
的
に
利
用
さ
れ
続
け
る
が
、
大
量
の
通
信
が
「
現
場
の
」
機
関
間
で
行
わ

れ
て
い
る
。
原
則
と
し
て
は
、
証
拠
を
自
ら
が
収
集
す
る
か
、
証
拠
の
所
在
地
の
構
成
国
裁
判
所
が
収
集
す
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、

嘱
託
裁
判
所
で
あ
る
。
直
接
の
証
拠
収
集
は
、
構
成
国
の
中
央
当
局
が
定
め
る
条
件
に
従
い
、
嘱
託
裁
判
所
の
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ（
６０
）

う
。
証
拠
の
収
集
が
所
在
地
国
裁
判
所
に
よ
り
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
嘱
託
国
の
法
が
、
受
託
国
法
廷
地
法
お
よ
び
規
則

と
共
に
、
特
別
な
手
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
訴
訟
当
事
者
や
嘱
託
裁
判
所
の
代
理
人
の
同
席
お
よ
び
参
加
を
認
め
る
た
め
、

も
し
く
は
、
証
拠
の
提
出
を
拒
絶
す
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
規
則
は
、
構
成
国
裁
判
所
の
訴
訟
に
適
用
さ
れ
る
が
、
あ
る
程
度
の
逸
脱
の
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら

の
規
則
に
は
、
全
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
の
さ
ら
な
る
自
由
化
と
相
互
信
頼
に
向
け
て
の
貢
献
し
か
で
き
な
い
。

Ｄ

「
憲
法
的
」
規
範
の
援
用

本
報
告
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、「
実
質
的
な
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
（
現
在
、
非
常
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
ヨ
ー
ロ
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ッ
パ
人
権
法
を
含
む
）
お
よ
び
国
際
公
法
に
よ
る
制
限
に
も
簡
単
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

１

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
は
、
Ｅ
Ｃ
の
派
生
法
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
当
然
な
が
ら
、
Ｅ
Ｃ
の
基
本
法
の
規
制
に
も
服
し
て
い
る
。
そ

の
規
定
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
体
の
自
由
権
と
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
精
査
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
が
、
国
内
の
管
轄
に
関

す
る
諸
規
定
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
関
連
法
規
の
中
に
Ｅ
Ｃ
基
本
法
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
あ

る
規
定
が
あ
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
共
同
体
の
自
由
権
の
適
用
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
住
所
を
有

す
る
第
三
国
の
国
民
に
は
、
事
実
上
の
助
け
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
彼
ら
に
つ
い
て
も
、
下
位
の
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
保
障
上
差
別
が

な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
一
〇
条
の
忠
実
原
則(loyalty

prin
ciple)

の
観
点
か
ら
の
、
管
轄
権
に
関
す
る
国
内
法
の
機
能

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
構
成
国
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｃ
の
公
共
政
策
の
慎
重
な
実
施
の
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、

こ
れ
が
、
効
果
に
基
づ
く
域
外
性
の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
に
関
す
る
基
本
条
約
の
規
定

を
侵
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
（
し
か
し
、
敗
訴
当
事
者
が
適
時
に
抗
弁
し
な
か
っ
た
た
め
に
判
断
が
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
）

仲
裁
裁
判
の
承
認
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
最
近
の
裁
判
に
よ
り
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い（
６１
）

る
。
他
方
で
、
エ
コ
ス
イ
ス
事

件
に
お
い
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｃ
法
の
公
共
政
策
上
の
関
心
を
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
て
、
国
内
の
手
続
規
則
の
シ
ス
テ

ム
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
Ｅ
Ｃ
条
約
一
〇
条
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
や
訴
訟
差
し
止
め
命
令
に
反
対
す
る

者
に
も
利
用
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

２

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
法

最
近
の
国
際
私
法
の
憲
法
化
の
動
き
は
、
そ
の
多
く
を
、
国
際
人
権
法
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
、
そ
し
て
近
い
将
来
に
成
立
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す
る
で
あ
ろ
う
Ｅ
Ｕ
憲
法
に
依
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
の
基
本
法
や
合
衆
国
憲
法
と
は
異
な
り
―
―
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
条
項
の
保
護
（
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
の
制
限
）
は
非
居
住
者
に
は
及
ば
な
い
―
―
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

は
、
そ
の
保
護
を
締
約
国
の
域
内
に
い
る
全
て
の
者
、
そ
し
て
、
第
三
国
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
や
国
内
法
に
基

づ
き
一
つ
の
構
成
国
の
管
轄
権
に
服
す
こ
と
に
な
る
者
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い（
６２
）

る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
の
「
フ
ェ
ア
ー
・
ト
ラ
イ
ア
ル
」
条
項
は
管
轄
権
の
制
限
や
拡
張
に
と
っ
て
も
、

ま
た
、
訴
訟
や
外
国
判
決
の
執
行
の
制
限
お
よ
び
拡
張
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。

３

国
際
公
法

国
際
公
法
が
、
国
内
管
轄
権
を
制
限
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
規
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
伝
統
的
な
国
際

公
法
は
、
主
権
免
除
お
よ
び
属
地
主
義
に
基
づ
く
例
外
を
若
干
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
不
干
渉
原
則

(prin
ciple

of
n

on
-in

terferen
ce)
と
合
理
性
の
原
則(prin

ciple
of

reason
ablen

ess)

を
援
用
し
つ
つ
、
一
方
で
は
管
轄
権
の

域
外
的
行
使
を
、
他
方
で
は
管
轄
権
否
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
可
能
に
し
、
合
理
化
す
る
体
制
を
作
る
こ
と
を
目
指
す
傾
向
に
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
Ｅ
Ｃ
条
約
六
五
条
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
一
定
の
内
向
性
お
よ
び
目
的
そ
れ
自
体
の
決
定
に
お
け
る
自

律
性
（
そ
し
て
、
各
規
定
内
の
結
合
要
素
の
多
様
性
）
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ど
の
程
度
ま
で
実
際
的

考
慮
の
結
果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
公
正
さ
の
探
究
の
結
果
な
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
設
計
の
過

渡
的
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
か
と
の
問
い
が
浮
か
ん
で
く
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
複
雑
な
世
界
に
お
い
て
は
、
規
範
の
「
あ
そ

び
」
に
よ
っ
て
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
最
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
世
界
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス

我
々
は
、
ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
の
国
際
私
法
の
背
後
に
あ
る
政
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
と
内
の
区
別
は
、

そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
構
築
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
限
り
で
正
当
化
さ
れ
う
る
。

誰
が
決
定
を
行
な
う
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
我
々
は
考
察
を
く
わ
え
る
必
要
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
は
、
ま
ち
が
い

な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
構
成
国
の
司
法
当
局
の
役
割
を
強
化
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
を
舞
台
の
中
央
に
押
し
出

し
た
が
、
各
構
成
国
の
裁
判
所
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
制
度
の
庇
護
の
下
に
そ
の
力
を
強
め
て
い
る
。
国
際
私
法
そ
の
他
の
法
領
域
に
お
い
て
、

各
国
の
個
別
事
情
へ
の
配
慮
の
欠
如
に
つ
い
て
多
く
の
不
満
が
聞
か
れ
て
き
た
。
立
法
府
に
つ
い
て
は
、
法
律
家
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

た
一
九
世
紀
の
市
民
型
議
会
は
ひ
さ
し
く
姿
を
消
し
て
お
り
、
ロ
ビ
ー
や
利
益
団
体
が
勢
力
を
増
し
て
い
る
。
立
法
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
議
会
の
活
動
も
、
完
全
に
説
得
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

最
も
有
効
と
思
わ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、（
意
思
決
定
の
様
々
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
る
）
制
度
的
多
元
主
義
、
そ

し
て
、（
多
く
の
専
門
家
や
利
害
関
係
者
を
、
効
果
的
な
議
論
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
過
程
に
巻
き
込
む
よ
う
な
）
真
の
「
議

会
主
義
」
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
多
く
の
業
績
、
発
想
そ
し
て
展
望
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ

に
は
多
大
な
時
間
を
要
し
よ
う
。

２

世
界
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス

次
に
、
我
々
は
、
第
三
国
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
語
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
欧
州
共
同
体
は
、

自
己
の
「
近
く
の
海
外
」、
構
成
国
の
旧
植
民
地
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
、
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ

カ
や
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
等
の
第
三
の
極
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
を
望
む
か
望
ま
な
い
か
と
い
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う
問
題
も
あ
る
。
実
際
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
私
法
学
者
は
日
本
を
大
陸
法
系
の
一
部
と
考
え
て
お
り
、
も
し
日
本
が
ル
ガ
ノ
条
約
に

加
わ
る
な
ら
、
幸
せ
に
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
我
々
は
、
行
動
の
と
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
の
選
択
肢
は
、
欧
州
共
同
体
を
唯
一
の
立
法
者
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
流
の
一
方
主
義
か
、
上
述
の
よ
う
な
一
方
的
双
方
主
義
の
方
向
に
進
む
か
、
あ
る
い

は
、
現
在
の
よ
う
な
共
同
体
と
構
成
国
の
共
存
シ
ス
テ
ム
が
、
一
方
主
義
的
発
想
の
も
と
に
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
選
択
肢
は
、
一
種
の
国
際
協
定
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
ハ
ー

グ
会
議
と
い
う
例
が
あ
る
（
他
に
も
、
た
と
え
ば
、U

N
C

IT
R

A
L

やU
N

ID
R

O
IT

な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
な
射
程
あ
る
い
は
傾
向
を
も

つ
機
関
が
存
在
す
る
）。
こ
の
場
合
に
は
、
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
欧
州
共
同
体
は
第
三
国
と
の
司

法
共
助
に
関
し
て
、
独
立
の
、
そ
し
て
標
準
化
さ
れ
た
協
定
を
締
結
す
る
た
め
に
、
優
越
的
な
交
渉
力
を
用
い
る
で
あ
ろ
う
。A

P
C

発
展
途
上
国
と
の
ロ
ー
ム
協
定
の
よ
う
な
、
一
団
の
国
々
と
の
間
の
協
定
と
い
う
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
り
う
る
。
中
間
的
な
選
択

肢
と
し
て
は
、
司
法
共
助
の
た
め
の
並
行
的
な
制
度
を
地
域
統
合
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
複
数
う
ち
た
て
る
と
い
う
道
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
努
力
の
例
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
諸
国
や
、
東
南
ア
ジ
ア(A

S
E

A
N

)

、
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
成
果
を
達
成
す
る
の
に
十
分
な
調
和
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、
交
渉
を

よ
り
容
易
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
多
く
の
意
見
の
不
一
致
も
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に

世
界
的
規
模
の
合
意
が
よ
り
困
難
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
た
め
に
は
多
大
な
時
間

を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
ハ
ー
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
思
索
だ
け
で
な
く
、
法
改
革
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
任
務
が
人
々
を
魅
了
し
、
ひ
き
つ
け
続
け
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
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（
１
）

Ｅ
Ｃ
条
約
二
条
四
項
に
は
「
自
由
、
安
全
お
よ
び
正
義
の
地
域
」
と
の
定
め
が
あ
る
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
域(E

u
ropean

A
rea

of

Ju
stice)

」
ま
た
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域(E

u
ropean

Ju
dicial

A
rea

;
espace

ju
diciaire

eu
ropéen

)

」
の
語
は
、
一
九
九
九
年
一
二

月
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
タ
ン
ペ
レ
で
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会
の
議
長
国
総
括(P

residen
cy

C
on

clu
sion

s)

以
来
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語

で
あ
る
。
こ
の
英
語
表
現
を
め
ぐ
っ
て
は
混
乱
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域
」
と
い
う
言
い
方
が
他
の
Ｅ
Ｕ
構
成

国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
に
最
も
忠
実
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
最
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

（
２
）

こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、H

élèn
e

G
au

dem
et-T

allon
,‘L

es
fron

tières
extérieu

res
de

l’espace
ju

diciaire

eu
ropéen

:
qu

elqu
es

repères,’
in

L
iber

A
m

icoru
m

G
eorges

D
roz,

1996,
85

ff,
an

d
‘Q

u
el

droit
in

tern
ation

al
privé

pou
r

l’U
n

ion
eu

ropéen
n

e,’in
E

ssays
in

H
on

or
of

F
ried

rich
K

.
J

u
en

ger
(A

rdsley,
N

.Y
.,

2001),
pp.316

―338
;

P
ascal

G
rolim

u
n

d
,

D
rittstaaten

problem
atik

d
es

eu
ropäisch

en
Z

ivilverfah
ren

srech
ts

(T
ü

bin
gen

,
2000

)
;

A
rn

au
d

N
u

yts,

‘L
es

F
ron

tières
extérieu

res
de

l’espace
ju

dicaire
eu

ropéen
:

L
a

th
éorie

de
l’effet

réflexe,’
an

d
T

h
alia

K
ru

ger,
‘D

e

bu
iten

gren
zen

van
de

E
u

ropese
gerech

telijke
ru

im
t

:
de

positie
van

partijen
van

bu
iten

de
E

U
,’

in
L

e
D

roit

processu
el

et
ju

d
iciaire

eu
ropéen

:
colloqu

e
d

u
C

en
tre

in
teru

n
iversitaire

d
e

d
roit

ju
d

iciaire
(B

ru
xelles,

2003),
73

―89

an
d

63

―71

を
参
照
。

（
３
）

た
と
え
ば
、F

riedrich
Ju

en
ger,‘Ju

dicial
Ju

risdiction
in

th
e

U
n

ited
S

tates
an

d
in

th
e

E
u

ropean
C

om
m

u
n

ities
:

A
C

om
parison

,’M
ich

igan
L

aw
R

eview
82

(1984):
1195

―1212,
1210

―1211,
an

d
‘A

‘S
h

oe’U
n

fit
for

G
lobetrottin

g,’

U
n

iversity
of

C
aliforn

ia
D

avis
L

aw
R

eview
28

(1995):
1027

―1045,1044

を
参
照
。

（
４
）

ハ
ー
グ
判
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト(H

agu
e

Ju
dgm

en
ts

P
roject)

の
歴
史
的
沿
革
に
関
し
て
は
、h

ttp
://w

w
w

.h
cch

.n
et/e/

w
orkprog/jdgm

.h
tm

l

を
参
照
。

（
５
）

C
ase

C
-365

/88,
K

on
gress

A
gen

tu
r

H
agen

G
m

bH
v

Z
eeh

agh
e

B
V

[1990]
E

.C
.R

.I

―1860,N
o.17

に
よ
れ
ば
、「
…
…

本
条
約
の
目
的
は
、
手
続
的
な
規
則
を
統
一
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
欧
州
共
同
体
内
の
民
事
お
よ
び
商
事
関
連
の
紛
争
に
お
い
て
、

ど
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
も
つ
の
か
を
決
定
し
、
ま
た
、
判
決
の
執
行
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」。

（
６
）

h
ttp

://w
w

w
.dipu

lb.be/projetu
eetatstiers.h

tm

（
７
）

た
と
え
ば
、G

ráin
n

e
D

e
B

ú
rca,“T

h
e

con
stitu

tion
al

ch
allen

ge
of

n
ew

govern
an

ce
in

th
e

E
u

ropean
U

n
ion

,”
E

u
ro-

翻 訳
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pean
L

aw
R

eview
28

(2003):
814

―839

を
参
照
。

（
８
）

そ
の
よ
う
な
措
置
に
は
、
た
と
え
ば
、
�
裁
判
上
お
よ
び
裁
判
外
の
資
料
の
国
際
的
利
用
制
度
、
証
拠
収
集
に
関
す
る
共
助
、
民
事
・

商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
（
裁
判
外
の
決
定
を
含
む
）
の
承
認
・
執
行
を
促
進
し
、
簡
易
化
す
る
措
置
、
�
法
お
よ
び
管
轄
の
抵
触
に
関
し

て
構
成
国
に
お
い
て
適
用
可
能
な
規
則
の
互
換
性
を
向
上
さ
せ
る
措
置
、
�
民
事
手
続
の
良
き
機
能
に
対
す
る
障
害
を
、
必
要
な
ら
ば
構
成

国
に
お
い
て
適
用
可
能
な
民
事
手
続
に
関
す
る
規
則
の
互
換
性
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
除
く
措
置
が
含
ま
れ
る
。

（
９
）

憲
法
草
案
�
―
一
七
〇
条
。

（
１０
）

こ
の
点
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、C

h
arles

K
ottu

by,‘E
xtern

al
com

peten
ce

of
th

e
E

u
ropean

C
om

m
u

n
ity

in
th

e

H
agu

e
C

on
feren

ce
on

P
rivate

In
tern

ation
al

L
aw

:
com

m
u

n
ity

h
arm

on
ization

an
d

w
orldw

ide
u

n
ification

,’
N

eth
er-

lan
d

s
In

tern
ation

al
L

aw
R

eview
48

(2001):
1

―30
;

Ioan
n

a
T

h
om

a,
‘L

a
défin

ition
et

l’exercise
des

com
péten

ces
ex-

tern
es

de
la

C
om

m
u

n
au

té
E

u
ropéen

n
e

au
dom

ain
e

de
la

coopépration
dan

s
les

m
atières

civiles
ayan

t
u

n
e

in
ci-

den
ce

tran
sfron

tière,’E
u

ropean
R

eview
of

P
rivate

L
aw

3
(2002):

397

―416
;

an
d

F
au

sto
P

ocar,
‘T

h
e

D
raftin

g
of

a

W
orld-W

ide
C

on
ven

tion
on

Ju
risdiction

an
d

th
e

E
n

forcem
en

t
of

Ju
dgm

en
ts

:
W

h
ich

F
orm

at
for

th
e

N
egotiation

s

in
th

e
H

agu
e,’in

L
aw

an
d

J
u

stice
in

a
M

u
ltistate

W
orld

:
E

ssays
in

H
on

or
of

A
rth

u
r

T
.

von
M

eh
ren

,
pp.191

―197

を
参
照
。

（
１１
）

A
vis

1
/03

(pen
din

g).

（
１２
）

C
ase

22
/70,

C
om

m
ission

v.
C

ou
n

cil
(E

R
T

A
)

[1970]
E

C
R

263.

（
１３
）

P
au

l
C

raig
an

d
G

ráin
n

e
D

e
B

ú
rca,

E
U

L
aw

,3
rd

ed.(O
xford,2002),pp.129

―130

を
参
照
。
同
書
に
よ
れ
ば
「『
対
外

的
権
限
の
存
在
と
そ
の
排
他
性
の
間
の
関
係
は
、
…
…
複
雑
で
あ
り
』、
対
外
的
権
限
は
、
�
そ
の
明
確
な
効
果
が
条
約
そ
の
他
の
内
部
的

措
置
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
�
こ
の
権
限
が
、
採
ら
れ
た
内
部
措
置
の
目
的
か
ら
黙
示
的
に
導
か
れ
る
場
合
、
そ
し
て
、
�

内
部
的
措
置
が
、
外
部
的
措
置
と
同
時
に
採
ら
れ
て
は
じ
め
て
効
果
的
に
採
ら
れ
う
る
場
合
に
は
、
排
他
的
で
あ
る
と
い
い
う
る
」。

（
１４
）

た

と

え

ば
、A

.R
osas,‘T

h
e

E
U

an
d

M
ixed

A
greem

en
ts,’C

.T
im

erm
an

s,‘O
rgan

isin
g

Join
t

P
articipation

of
E

C

an
d

M
em

ber
S

tates,’an
d

S
.H

yett,
‘T

h
e

D
u

ty
of

C
ooperation

:
A

F
lexibile

C
on

cept,’
in

A
lan

D
ash

w
ood

&
H

illion

(eds.),
T

h
e

G
en

eral
L

aw
of

E
C

E
xtern

al
R

elation
s

(L
on

don
,2000)

を
参
照
。
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（
１５
）

D
oc.6683

/99
JU

R
99

JU
S

T
C

IV
48,N

os
16

―19.

（
１６
）

P
ocar,‘T

h
e

D
raftin

g,’196.
（
１７
）

P
ocar,‘T

h
e

D
raftin

g,’197

参
照
（
同
書
は
、
現
在
の
共
同
体
の
「
権
限
は
、
…
…
交
渉
者
が
そ
の
な
か
に
留
ま
る
べ
き
限
界
の
正

確
な
評
価
を
可
能
と
す
る
に
足
り
る
だ
け
の
明
確
性
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
）。

（
１８
）

一
九
五
五
年
に
施
行
さ
れ
た
国
際
私
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
会
議
規
則
二
条
。
そ
の
改
正
の
た
め
に
は
、
構
成
国
の
三
分
の
二
の
賛
成
を

必
要
と
す
る
（
一
二
条
）。

（
１９
）

自
由
、
安
全
お
よ
び
正
義
の
地
域
に
関
す
る
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
諸
規
定
を
い
か
に
し
て
よ
り
よ
く
実
施
す
る
か
に
関
す
る
理
事

会
お
よ
び
委
員
会
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
一
九
九
八
年
一
二
月
三
日
の
司
法
・
内
務
理
事
会
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
）Ε

Ε
C

19
/

1
(23.1.1999)

。

（
２０
）

一
九
九
九
年
一
〇
月
一
五
日
お
よ
び
一
六
日
の
タ
ン
ペ
レ
欧
州
理
事
会
議
長
総
括(h

ttp
://w

w
w

.eu
ropa.eu

.in
t/cou

n
cil/off/

con
clu

/oct
99/oct

99_el.h
tm

.)
。

（
２１
）

た
と
え
ば
、
消
費
者
争
訟
の
裁
判
外
解
決
の
た
め
の
国
家
レ
ベ
ル
の
組
織
の
全
欧
州
共
同
体
規
模
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
二
〇

〇
〇
年
五
月
二
五
日
の
理
事
会
採
決(O

JC
155

/1
(6.6.2000))

、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
欧
州
司
法
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
置
に

関
す
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
八
日
の
理
事
会
決
定2001

/470
/E

C
(O

J
L

174
/25

(27.6.2001))

を
参
照
。

（
２２
）

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則(E

C
)

44
/

2001,
(O

J
L

12
/1

(16.1.2001)
[con

solidated
version

:
h

ttp
://eu

ropa.eu
.in

t/eu
r-lex/en

/con
sleg/pdf/2001/en

_2001
R

0044_do_001.pdf])

。

（
２３
）

婚
姻
お
よ
び
親
責
任
に
関
す
る
管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日
の
理
事
会
規
則(E

C
)

1347
/

2000
(O

J
L

160
/19

(30.6.2000)
[con

solidated
version

:
h

ttp
://eu

ropa.eu
.in

t/eu
r-lex/en

/con
sleg/pdf/2000/en

_2000
R

1347_do_001.pdf])

。

（
２４
）

婚
姻
お
よ
び
親
責
任
に
関
す
る
管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
の
理
事
会
規
則(E

C
)2201

/

2003

（
同
規
則
に
よ
り
、
Ｅ
Ｃ
理
事
会
規
則1347

/2000

が
無
効
と
さ
れ
た
）(O

J
L

338
/1

(23.12.2003))

。

（
２５
）

S
ee

A
m

en
ded

proposal
for

a
R

egu
lation

of
th

e
E

u
ropean

P
arliam

en
t

an
d

of
th

e
C

ou
n

cil
creatin

g
a

E
u

ropean
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en
forcem

en
t

order
for

u
n

con
tested

claim
s

(presen
ted

by
th

e
C

om
m

ission
pu

rsu
an

t
to

A
rticle

250
(2

)
of

th
e

E
C

T
reaty)

C
O

M
/2003

/0341
fin

al,at
h

ttp
://eu

ropa.eu
.in

t/eu
r-lex/en

/com
/pdf/2003/act

0341
en

01/1.pdf.
（
２６
）

破
産
手
続
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
五
月
の
理
事
会
規
則(E

C
)

1346
/2000

(O
JL

160
/1

(30.6.2000))

。

（
２７
）

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
証
拠
の
採
取
に
関
す
る
構
成
国
裁
判
所
間
の
共
助
に
関
す
る
二
〇
〇
一
年
五
月
二
八
日
の
理
事
会
規

則(E
C

)
1206

/2001
(O

JL
174

/1
(27.6.2001))

。

（
２８
）

民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
構
成
国
の
裁
判
上
お
よ
び
裁
判
外
の
文
書
送
達
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
五
月
二
九
日
の
理
事
会
規
則

(E
C

)
1348

/2000
(O

JL
160

/37
(30.6.2000))

。

（
２９
）

同
規
則
三
条
お
よ
び
四
条
（
な
ら
び
に
前
文
八
条
お
よ
び
九
条
）[referen

ce
to

A
rt.23

w
as

added
in

th
e

R
egu

lation
,bu

t

im
plied

u
n

der
th

e
C

on
ven

tion
]

。C
ase

C

―318
/93,

B
ren

n
er

an
d

N
oller

v.
D

ean
W

itter
R

eyn
old

s
[1994]

I

―4275,
N

o.

17

も
参
照
。
同
判
例
に
よ
れ
ば
、「
し
た
が
っ
て
、
被
告
が
締
約
国
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
管
轄
は
、
こ
の
よ

う
な
専
属
的
管
轄
の
事
例
に
属
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
で
は
な
く
、
当
該
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
裁
判
所
の
締
約
国
の
法
律
に
よ
る
こ
と
に

な
る
」。

（
３０
）

同
規
則
二
条
二
項
お
よ
び
四
条
二
項
。

（
３１
）

C
ase

C

―51
/97,

R
éu

n
ion

eu
ropéen

n
e

S
A

v.
S

plieth
off’s

B
evrach

tsin
gskan

toor
[1998]

E
.C

.R
.I

―6511,N
os

41

―52.

（
３２
）

同
規
則
六
条
お
よ
び
七
条
。

（
３３
）

同
規
則
八
条
。
同
規
則
九
条
お
よ
び
一
〇
条
も
参
照
。

（
３４
）

同
規
則
一
二
条
四
項
は
、
一
九
九
六
年
の
ハ
ー
グ
条
約
締
約
国
で
な
い
第
三
国
に
対
し
て
、
離
婚
法
廷
地
と
し
て
の
主
張
を
強
化
し
て

い
る
。

（
３５
）

同
規
則
三
条
一
項
。

（
３６
）

管
轄
に
関
す
る
規
則
三
条
二
項
乃
至
四
項
（
お
よ
び
前
文
一
二
号
）
お
よ
び
手
続
に
関
す
る
二
七
条
乃
至
三
八
条
を
参
照
。

（
３７
）

C
ase

220
/88,

D
u

m
ez

F
ran

ce
an

d
T

racoba
v.

H
essisch

e
L

an
d

esban
k

[1990]
E

C
R

I

―74,N
os

16
an

d
19

;
C

ase
C

―89
/91,

S
h

earson
L

eh
m

an
H

u
tton

[1993]
I

―139,
N

o.17
;

C
ase

C
―269

/95,
B

en
in

casa
v.

D
en

talkit
[1997]

E
C

R
I

―

3767,N
o.14

を
参
照
。
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（
３８
）

P
h

ilippe-E
m

m
an

u
el

P
artsch

,
L

e
d

roit
in

tern
ation

al
privé

eu
ropéen

(B
ru

xelles
:

L
arcier,2003),108

―121

を
参
照
。

（
３９
）

こ
れ
ら
の
場
合
に
反
射
効
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、G

au
dem

et-T
allon

,
C

om
peten

ce,
110

(N
o.150),D

roz,N
os

164
ff.,

G
oth

ot
&

H
olleau

x,C
lu

n
et

1971.774,775.
（
４０
）

N
u

yts,’E
ffet

réflexe,’N
o.3

、
と
り
わ
けN

o.11

の
書
誌
を
参
照
。

（
４１
）

S
ee

N
u

yts,’E
ffet

réflexe,’N
o.4,N

o.8.

（
４２
）

Ibid,N
o.5.

（
４３
）

国
内
法
の
完
全
な
適
用
可
能
性
を
支
持
す
る
見
解
と
し
て
、D

roz,C
om

péten
ce,N

o.165,N
u

yts,‘E
ffet

réflexe,’N
o.6

を
参

照
。
専
属
的
管
轄
原
因
の
場
合
に
は
自
動
的
効
果
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、G

au
dem

et-T
allon

,‘F
ron

tières
extérieu

res,’p.95,

R
ich

ard
F

en
tim

an
,‘O

u
stin

g
Ju

risdiction
an

d
th

e
E

u
ropean

C
on

ven
tion

s,
’C

am
brid

ge
Y

earbook
of

E
u

ropean
L

egal

S
tu

d
ies

3
(2000):

107
―138

を
参
照
。

（
４４
）

F
en

tim
an

,‘O
u

stin
g

Ju
risdiction

.’

（
４５
）

N
u

yts,‘E
ffet

réflexe,’N
o.7.

（
４６
）

A
rn

au
d

N
u

yts,
L

’exception
d

e
foru

m
n

on
con

ven
ien

s
(B

ru
ssels,2003),esp.N

os
175

ff.

参
照
。

（
４７
）

L
ad

en
im

or
S

A
v.

In
tercom

fin
an

z
[1992]

C
h

.72
(C

.A
.).

そ
れ
以
前
の
判
例
で
は
、
第
一
審
の
高
等
法
院
が
、
こ
れ
と
は
反

対
の
方
向
で
の
判
断
を
示
し
て
い
た
。

（
４８
）

C
ase

C

―281
/02,

O
w

u
su

v.
J

ackson
(pen

din
g).

問
題
と
な
っ
た
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
�
原
告
が
同
条
約
二
条
に
基
づ
く

管
轄
を
主
張
す
る
場
合
に
、
加
盟
国
の
裁
判
所
が
、
非
加
盟
国
の
裁
判
所
の
た
め
に
、
�
他
の
い
か
な
る
加
盟
国
の
管
轄
も
一
九
八
六
年
条

約
の
下
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
、
ま
た
は
�
当
該
訴
訟
が
他
の
い
か
な
る
加
盟
国
と
も
関
連
要
素
を
持
た
な
い
場
合
に
、
加
盟
国
に
住

所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
審
理
を
拒
否
す
る
裁
量
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
一
九
六
八
年
の
管
轄
お
よ
び
判
決
執
行
に
関

す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
と
矛
盾
し
な
い
か
。
�
仮
に
右
の
�
ま
た
は
�
の
問
題
に
対
す
る
回
答
が
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
す
べ

て
の
状
況
に
お
い
て
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
い
く
つ
か
の
状
況
の
み
に
お
い
て
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
後
者
の
場

合
に
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
か
。

（
４９
）

同
規
則
二
一
条
お
よ
び
二
二
条
。
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（
５０
）

C
ase

C

―116
/02,

G
asser

(decided
on

9
D

ecem
ber

2003).

（
５１
）

C
ase

C

―159
/02,

T
u

rn
er

v.
G

rovit
(pen

din
g)

は
、「
他
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
締
結
国
に
お
い
て
法
的
手
続
を
開
始
ま
た
は
継

続
す
る
旨
の
脅
し
を
か
け
て
い
る
被
告
に
対
し
て
、
そ
の
被
告
が
英
国
の
裁
判
所
の
前
で
の
手
続
を
頓
挫
お
よ
び
妨
害
す
る
意
図
な
い
し
目

的
の
も
と
で
信
義
に
反
す
る
や
り
方
で
行
動
す
る
場
合
に
、
制
限
的
な
命
令
を
発
す
る
こ
と
」
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
と
一
貫
す
る
か
否

か
を
問
題
と
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
〇
日
に
は
、
法
務
長
官(R

u
iz-Jarabo

C
olom

er)

は
、
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
命
令
は

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
こ
の
意
見
を
採
用
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

（
５２
）

学
説
で
は
、
た
と
え
ば
、F

en
tim

an
,‘O

u
stin

g
Ju

risdiction
’,

passim
;

H
oratia

M
u

ir
W

att,‘H
arcélem

en
t

su
r

h
ar-

célem
en

t
n

e
vau

t
...(D

es
con

ception
s

divergen
tes

du
droit

fon
dam

en
tal

d’accéder
à

la
ju

stice
dan

s
l’espace

con
ven

-

tion
n

el
eu

ropéen
),’R

evu
e

gén
érale

d
es

procéd
u

res
2

(1999):
747

―763,pp.754
ff.

を
参
照
。

（
５３
）

こ
れ
に
対
応
す
る
（
一
九
七
八
年
に
追
加
さ
れ
た
）
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
二
七
条
五
号
は
、
第
三
国
と
の
み
定
め
て
い
た
。

（
５４
）

G
au

dem
et-T

allon
,

C
om

péten
ce,pp.347

―348
(N

o.428),P
ierre

G
oth

ot
&

D
om

in
iqu

e
H

olleau
x,

L
a

con
ven

tion
d

e

B
ru

xelles
d

e
27

septem
bre

1968
(P

aris,1985),N
o.285

を
参
照
。

（
５５
）

前
者
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、D

roz,
C

om
peten

ce,
N

o.524,G
oth

ot
&

H
olleau

x,
C

on
ven

tion
,N

o.283,

K
oh

ler,
J

ou
rn

al
d

es
tribu

n
au

x
1988,153

を
参
照
。
後
者
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、G

au
dem

et-T
allon

,
C

om
péten

ce,

N
o.429,

B
erau

do,
J

-C
L

E
u

rope
fasc.

3040
N

o.51,
H

artley,
C

ollin
s

(cited
by

B
erau

do),
S

ch
ockw

eiller,
rapp

.
C

oll.

C
JC

E
1991

p
.175,

an
d

n
otably

C
redit

L
yon

n
ais

c.
P

aretti,
T

.G
.I.

P
aris

10
févr.

1993,
C

lu
n

et
1993.599

n
ote

K
essedjan

,R
evu

e
C

ritiqu
e

1993.664
n

ote
H

.G
au

dem
et-T

allon

を
参
照
。
な
お
、B

ern
ard

A
u

dit,
D

roit
in

tern
ation

al

privé,3
rd

ed.(P
aris,2000),N

o.570

も
参
照
。

（
５６
）

G
au

dem
et-T

allon
,

C
om

péten
ce,N

o.430.

（
５７
）

Ibid.A
lso

G
oth

ot
&

H
olleau

x,
C

on
ven

tion
,N

o.286.

（
５８
）

H
oratia

M
u

ir-W
att,

‘E
viden

ce
of

an
E

m
ergen

t
E

u
ropean

L
egal

C
u

ltu
re

:
P

u
blic

P
olicy

R
equ

irem
en

ts
of

P
rocedu

ral
F

airn
ess

u
n

der
th

e
B

ru
ssels

an
d

L
u

gan
o

C
on

ven
tion

s,’T
exas

In
t’l

L
.

J
.

2001,551

は
、「
二
七
条
一
号
の
公

の
政
策
の
中
心
的
機
能
と
な
り
う
る
他
者
と
の
開
眼
的
な
対
質
」
と
呼
び
、「
そ
こ
で
は
文
化
的
な
背
景
に
よ
っ
て
見
通
し
が
き
か
な
い
が
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訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
の
ニ
キ
タ
ス
・
ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル(N

ikitas
H

atzim
ih

ail;
)

研
究
員

（
肩
書
き
は
報
告
時
）
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
二
月
一
九
日
に
大
阪
大
学
法
学
会
講
演
と
し
て
行
わ
れ
た
報
告
（「
市
民
生
活
基
盤
の

法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
」
平
成
一
四
―
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）
の
第
二
ユ
ニ
ッ

ト
研
究
会
を
兼
ね
る
）
の
翻
訳
で
あ
る
。

ニ
キ
タ
ス
・
ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
研
究
員
の
略
歴
等
に
つ
い
て
は
、
本
誌
五
四
巻
二
号
一
九
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
報
告
は
、
ブ
リ

ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
が
主
催
し
、
同
研
究
員
自
身
も
参
加
す
る
「
第
三
国
と
の
司
法
共
助(Ju

dicial
C

ooperation
w

ith
th

ird

ゆ
え
に
、
自
ら
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
は
疑
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
実
務
を
問
い
な
お
す
た
め
の
新
た
な
機
会
が
提
供
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

（
５９
）

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
同
規
則
一
三
条
一
項
お
よ
び
一
四
条
一
項
を
参
照
。
構
成
国
は
、
と
ら
れ
た
措
置
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、

新
た
な
措
置
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６０
）

同
規
則
一
七
条
四
項
。
嘱
託
は
、
そ
れ
が
不
完
全
な
場
合
ま
た
は
「
請
求
さ
れ
た
直
接
の
証
拠
収
集
が
﹇
構
成
国
の
﹈
法
の
基
本
原
則

に
反
す
る
場
合
」
に
の
み
、
拒
否
さ
れ
う
る
。
同
規
則
一
七
条
五
項
参
照
。

（
６１
）

C
ase

C
―126

/97,
E

co
S

w
iss

C
h

in
a

T
im

e
L

td
v

B
en

etton
In

tern
ation

al
N

V
co

[1999]
E

C
R

I

―3055.

（
６２
）

欧
州
人
権
条
約
一
条
は
、「
締
約
国
は
、
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
こ
の
条
約
の
第
一
節
に
規
定
す
る
権
利
及
び
自
由

を
保
障
す
る
」
旨
定
め
て
い
る
。
同
条
約
三
四
条
は
、
原
則
と
し
て
、「
い
か
な
る
自
然
人
、
非
政
府
団
体
ま
た
は
個
人
の
集
団
」
に
も
、

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
裁
判
所
へ
の
申
立
て
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
約
第
一
議
定
書
一
条
（「
い
か
な
る
自
然
人
ま
た
は
法
人
も
」）
お
よ

び
二
条
（「
何
人
も
」）
も
参
照
。
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S
tates)

」
に
関
す
る
複
数
大
学
間
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
時
ま
で
の
成
果
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
統
合

に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
域(E

u
ropean

ju
dicial

area)

」
の
創
出
が
、
国
際
私
法
の
分
野
に
お
い
て
世

界
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
内
外
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
報
告
の
通
訳
は
、
招
聘
責
任
者
で
あ
っ
た
い
き
さ
つ
上
、
ま
た
、
英
語
に
加
え
て
ギ
リ
シ
ャ
語
で
の
補
助
を
必
要
と
す
る
場

面
が
予
想
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
松
田
が
担
当
し
た
が
、
同
人
は
国
際
私
法
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
素
人
で
あ

り
、
と
り
わ
け
専
門
用
語
の
訳
出
に
は
相
当
の
困
難
を
伴
っ
た
た
め
、
後
半
部
分
（
と
り
わ
け
、
�
の
部
分
）
の
翻
訳
は
最
初
か
ら
長

田
真
里
助
教
授
に
分
担
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
報
告
後
の
質
疑
応
答
に
あ
た
っ
て
は
、
渡
邊
惺
之
教
授
（
立
命
館
大
学
・
本
学
名

誉
教
授
）、
�
杉
直
教
授
（
同
志
社
大
学
）、
そ
し
て
、
高
橋
宏
司
助
教
授
（
同
志
社
大
学
）
に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の

場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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